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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第４部門第１区分
【発行日】平成29年12月28日(2017.12.28)

【公開番号】特開2016-223072(P2016-223072A)
【公開日】平成28年12月28日(2016.12.28)
【年通号数】公開・登録公報2016-070
【出願番号】特願2015-107471(P2015-107471)
【国際特許分類】
   Ｅ０４Ｈ   9/02     (2006.01)
   Ｆ１６Ｆ  15/02     (2006.01)
   Ｆ１６Ｆ  15/027    (2006.01)
   Ｆ１６Ｆ  15/023    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｅ０４Ｈ    9/02     ３３１Ｚ
   Ｅ０４Ｈ    9/02     ３０１　
   Ｆ１６Ｆ   15/02     　　　Ａ
   Ｆ１６Ｆ   15/027    　　　　
   Ｆ１６Ｆ   15/023    　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成29年11月15日(2017.11.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４３】
  変換装置２は具体的には図４に示すようにシリンダ２１と、シリンダ２１内を往復動す
るピストン２２からなり、シリンダ２１内はピストン２２を挟んだ両側のシリンダ室２３
、２４に区分され、前記のように支持層８を挟んで上下に区分された下部構造６と上部構
造７との間に跨った状態で設置される。シリンダ２１は図３に示すように下部構造６と上
部構造７のいずれか一方に接続され、ピストン２２が他方に接続される。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
　再利用装置４は変換装置２と同様に圧油等の圧液が充填されたシリンダ４１と、シリン
ダ４１内を往復動し、シリンダ４１内を両側のシリンダ室４３、４４に区分するピストン
４２からなり、下部構造６と上部構造７との間に跨った状態で設置され、シリンダ４１に
おいて下部構造６と上部構造７のいずれか一方に接続され、ピストン４２において他方に
接続される。
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